
― 一般会計補正予算（その１）の内容 ― 千円

千円

― 一般会計補正予算（その２）の内容 ― 千円

◆財政調整基金積立金　　　　　　　　　　［財政局］ 千円

◆スポーツ振興基金積立金　　　　　　　　［市民文化局］ 千円

◆国庫負担金等返還金　　　　　　　　　　［こども未来局］ 千円
◆国庫負担金等返還金　　　　　　　　　　［健康福祉局］ 千円

◆公立保育所運営費　　　　　　　　　　　［こども未来局］ 千円

◆高等職業訓練促進資金貸付事業費　　　　［こども未来局］ 千円

◆障害者（児）介護給付等事業費　　　　　［健康福祉局］ 千円
◆障害者医療事業費　　　　　　　　　　　［健康福祉局］ 千円
◆補装具給付事業費　　　　　　　　　　　［健康福祉局］ 千円
◆地域生活支援等事業費　　　　　　　　　［健康福祉局］ 千円

◆学校防災機能整備事業費　　　　　　　　［教育委員会］ 千円
◆一般営修繕費　　　　　　　　　　　　　［教育委員会］ 千円

　　　　　　平成30年度3月補正予算（案）について

6,168,058

100,000

63,513

759,211

146,249

5,495

◆母子父子寡婦福祉資金貸付事業会計繰出金［財政局］ 5,495

662,337

100,039

1,232,499

317,000

236,367
50,053
81,217

620,004

サービス利用者等の増により、サービス利用量が当初予算の想定を上
回ったため、事業費を増額するもの。

平成29年度の国庫支出金等の超過受け入れ分を国へ返還するもの。

川崎フロンターレから受けた寄附金を、スポーツ振興事業の資金に充
てるため、新たに設置する基金に積み立てるもの。

平成23年に発生した、本市保育園において本市職員が児童を負傷させ
た事件について、被害者に対し賠償金を支払うため、必要額を計上する
もの。

国の補正予算を活用し、ひとり親家庭の親の自立の促進を図るため、

就職に有利な資格の取得を目指す親に対する入学・就職準備金の貸付原

資を増額するもの。

標記会計において、修学資金等の貸付額が見込を上回ったことからこ
れを増額補正するため、財源の一部を繰り出すもの。

国の補正予算を活用し、万年塀の安全対策工事及び空調設備の改修に要
する経費を前倒して計上するもの。

市内に本拠を置いていた公益財団法人から残余財産の寄附があったた
め、平成31年度以降の活用に向けて積み立てを行うもの。

一 般 会 計 千円

特 別 会 計 千円

企 業 会 計 千円

  合    計 千円8,802,439

補　正　額

6,173,553

940,000

1,688,886



◆学校施設長期保全計画推進事業費　　　　［教育委員会］ 千円

― 特別会計補正予算の内容 ―

◆母子父子寡婦福祉資金貸付事業特別会計　［こども未来局］

◆国民健康保険事業特別会計　　　　　　　［健康福祉局］

― 企業会計補正予算の内容 ―

◆下水道事業会計　　　　　　　　　　　　［上下水道局］

1,799,569

940,000 千円

940,000 千円

1,672,401 千円

1,688,886 千円

千円16,485

修学資金等の貸付額が見込を上回ったため増額するもの。

国の補正予算の活用や国庫補助の認承増を受け、校舎再生整備工事を
前倒して計上するとともに、アスベスト対策工事等に要する経費を計上
するもの。

当会計における平成29年度の国庫支出金の超過受入れ分を国へ返
還するもの。

国の補正予算を活用し、地震・浸水対策工事に要する経費を前倒
して計上するもの。


